
工事請負契約書（案） 

 

  １ 工 事 名  令和６年度桜野特別支援学校防火設備改修工事 

 

  ２ 工事場所    沖縄県名護市宇茂佐１７８７－１ 

 

  ３ 工  期    自 令和〇年〇〇月〇〇日 

                至 令和７年３月２１日 

 

  ４ 請負代金額       円 

              （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額     円） 

 

  ５ 特約事項  特になし 

 

      上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づい  

て、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行す

るものとする。 

   本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

  令和〇年〇〇月〇〇日 

 

  

 

 

      発 注 者      住    所       沖縄県名護市字宇茂佐１７８７－１ 

                      商号又は名称         沖縄県立桜野特別支援学校 

                      氏    名         校 長    津 波 佳 和   
 

 

 

 

      請 負 者      住    所          
                      商号又は名称          
                      氏    名           
 

 

 

 



 （総  則） 

第１条 発注者（以下「甲」という。）及び請負者（以下「乙」という。）は、この契約

書に基づき、設計図書（図面、仕様書、現場説明書等）に従い、日本国の法令を遵守

し、この契約（設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しな

ければならない。 
２ 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡す  
ものとし甲は、その請負代金を支払うものとする。 

 

（工程表の提出） 

第２条 乙は、この契約締結後すみやかに設計図書に基づいて、工程表を作成し、甲に提

出しなければならない。 

 

（監督員） 

第３条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員

を変更したときも同様とする。 
２ 監督員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく甲の権限とされる 

事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところに 

より、次に掲げる権限を有する。   

 （１） 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 

 （２） 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した    
詳細図等の承諾  

 （３） 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試    
験若しくは検査（確認を含む。） 

３ 甲が監督員を置かないときは、この契約に定める監督員の権限は、甲に帰属する。 

 

（現場代理人及び主任技術者等） 

第４条 乙は、次の各号に掲げるものを定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるとこ

ろにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変

更したときも同様とする。 

 （１） 現場代理人 

 （２） 主任技術者（建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 26 条第３項の規定に該当す   

る場合は、専任の主任技術者）又は監理技術者（建設業法第 26 条第３項の規定に   

該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者） 

 （３） 専門技術者（建設業法第 26 条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。） 

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場の運営、取締りを行う。 

３ 現場代理人は、主任技術者（監理技術者）及び専門技術者は、これを兼ねることがで

きる。 
 
 
 



（工事材料の品質及び資材承諾願い） 

第５条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品

質が明示されてない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。また、主な使用

資材については、資材承諾願いを提出する。 

 

（設計図書の変更） 

第６条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図

書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは

工期若しくは請負代金を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな

ければならない。 

 

（乙の請求による工期の延長） 

第７条 乙は、天候の不良、その他乙の責に帰すことができない事由により工期内に工事

を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変

更を請求することができる。 

 

（工事完成時の提出書類） 

第８条 乙は、工事着工前、工事中、完成時の写真を撮影し、必要に応じ、完成図面各種

試験成績表、保証書等を添えて甲に提出するものとする。 

 

（検査及び引渡し） 

第９条 乙は、工事を完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 
２ 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に乙の 

立会いの上、設計図書の定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を行わ

なければならない。 
３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。 
４ 甲は、第２項の検査によって、工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを 

申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 
５ 乙は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなけ 

ればならない。 

 

（請負代金の支払） 

第１０ 条 乙は、第９条第２項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求するこ

とができる。 

２ 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から４０日以内に請負 

代金を支払わなければならない。 
 
 
 
 



（かし担保） 

第１１ 条 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてその  

かしの修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、 

かしが重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は修補を請求する 

ことができない。 
 

２ 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償は、引渡しを受けた日から２年以内に行わ

なければならない。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、  
請求を行うことのできる期間は１０年とする。 

 

（履行遅滞の場合における損害金等） 

第１２条 乙は責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合にお 

いては、甲は、損害金の支払いを乙に請求することができる。 
 

２ 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引き渡しを受けた部分に相応する請負代金 

額を控除した額につき、遅延日数に応じ年 2.4 パーセントの割合で計算した額とする。 
 

（雑則） 

第１３条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。 

 


